
別紙１

   (1）有価証券の評価基準及び評価方法

・上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法

   (2）固定資産の減価償却の方法

　　・建物、及び構築物、車輛運搬具、器具備品―定額法

・無形固定資産（リース資産を除く）―定額法

   (3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

②賞与引当金

　第三号第一様式)

　第三号第二様式)

　(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、

　(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

「本部」

計算書類に対する注記(法人全体用)

１．重要な会計方針

２．法人で採用する退職給付制度

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

３．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

　職員の退職金の拠出に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共
済制度に加入している。また、一般財団法人大阪市私立保育連盟の退職制度によっ
ている。

　一般財団法人大阪市私立保育連盟の退職制度に加入している職員に係る掛金納付
額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

　職員に対する賞与支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上して
いる。

　(4) 収益事業における拠点区分別内訳表は、当法人では収益事業を実施していない
　　　ため、作成していない。また公益事業は拠点区分が一つのため、作成を省略し
　　　ている。

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

エ　自立援助事業拠点（公益事業）

「自立援助事業」

「聖フランシスコ子供寮」

ウ　生野フランシスコ学園拠点（社会福祉事業）

「生野フランシスコ学園」

ア　本部拠点（社会福祉事業）

イ　聖フランシスコ子供寮拠点（社会福祉事業）

　(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、

　(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式,第二号第二様式、

　第二号第三様式、第三号第三様式)



　　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）

前期末残高 当期末増加額 当期末減少額 当期末残高

354,692,054 0 0 354,692,054

590,846,684 0 25,251,897 565,594,787

945,538,738 0 25,251,897 920,286,841

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の
取崩し

該当なし

６．担保に供している資産
該当なし

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
※除却資産を除く （単位：円）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

354,692,054 0 354,692,054

1,252,663,720 687,068,933 565,594,787

22,512,727 11,424,046 11,088,681

81,591,437 54,836,751 26,754,686

7,234,650 5,898,102 1,336,548

54,748,528 45,402,560 9,345,968

3,478,285 2,369,902 1,108,383

1,776,921,401 807,000,294 969,921,107

該当なし

９．関連当事者との取引の内容
　　該当なし

10．重要な偶発債務
　　該当なし

11．重要な後発事象
　　該当なし

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

○本部拠点の長期運営資金借入金の返済について、今年度は有価証券の売却で得た額を財源と
して返済額を増額している。

○本部拠点、及び自立支援事業の資産であった有価証券(三菱UFJﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ期限前劣後免
除特約付)は、理事会の承認を得たうえ、それぞれ売却している。

固定資産の内訳

車輌運搬具

建物（基本財産）

建物（固定資産）

合計

ソフトウェア

器具・備品

土地（基本財産）

構築物

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

土地（基本財産）

建物（基本財産）

合　　　計

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類



○自立援助事業拠点区分において、運営の財源が寄附金に限定されるため、将来の利用者の支
援の財源とするため、今年度、「自立支援積立金」として積み立てている。

○フランシスコ子供寮拠点において、子ども記録ｼｽﾃﾑの機能追加に伴い、ｿﾌﾄｳｪｱの資産額の増
額を図っている

○フランシスコ子供寮拠点で施設整備等積立金を積み立てたうえ、次期繰越活動増減差額がマ
イナスになっていることについて、この状況は補助金を活用せずに借入金と自己資金で施設整
備を行っているため、減価償却費を緩和する国庫補助金等特別積立金の取崩がないことが原因
となっているが、一方で、会計上、当期末支払資金残高を、措置費、及び一部補助金を加えた
金額から30％以内にしないといけないこと、及び、今後、グループホームの改修や将来におけ
る児童養護施設園舎の修繕に費用がかかる見込みであることから、当期末繰越活動増減差額が
マイナスである中、積立を行っている。

○フランシスコ子供寮拠点区分の設備資金借入金の返済について、本年度の収支状況を鑑み、
理事会の承認を得たうえ、当初の計画の返済額より増額している。



別紙2

   (1）有価証券の評価基準及び評価方法

・上記以外の有価証券で時価のあるもの―市場価格に基づく時価法
   (2）固定資産の減価償却の方法

・建物、及び構築物、車輛運搬具、器具備品―定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）―定額法

   (3)引当金の計上基準
該当なし

２．採用する退職給付制度

４．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

該当なし

６．担保に供している資産
該当なし

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

該当なし

該当なし

1．重要な会計方針

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分
　　当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

  (1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、
　　　第三号第四様式)

　(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

　(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

　該当なし

10．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

○本部拠点の資産であった投資有価証券(三菱UFJﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ期限前劣後免除特約付)
は、理事会の承認を得たうえ、売却している。

○本部拠点の長期運営資金借入金の返済について、今年度は有価証券の売却で得た額を財
源として返済額を増額している。

　　純資産の状態を明らかにするために必要な事項

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

９．重要な後発事象



別紙２

1．重要な会計方針
 　（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

　（2）固定資産の減価償却の方法
・建物、及び構築物、車輛運搬具、器具備品―定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）―定額法

　（3）引当金の計上基準
①賞与引当金
　職員に対する賞与支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

２．採用する退職給付制度

４．基本財産の増減の内容及び金額
　　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

前期末残高 当期末増加額 当期末減少額 当期末残高

354,692,054 0 0 354,692,054

412,958,891 0 18,791,249 394,167,642

767,650,945 0 18,791,249 748,859,696

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

６．担保に供している資産
該当なし

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
※除却資産を除く （単位：円）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

354,692,054 0 354,692,054

940,547,741 546,380,099 394,167,642

22,512,727 11,424,046 11,088,681

49,007,508 38,551,469 10,456,039

6,762,150 5,425,603 1,336,547

38,469,963 33,854,817 4,615,146

2,478,285 2,119,902 358,383

1,414,470,428 637,755,936 776,714,492

計算書類に対する注記(聖フランシスコ子供寮拠点区分用)

固定資産の内訳

  (1) 聖フランシスコ子供寮拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、

　(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

　(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。

土地（基本財産）

建物（基本財産）

合計

土地（基本財産）

　職員に対する賞与支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

基本財産の種類

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

　　　第三号第四様式)

車輌運搬具

ソフトウェア

建物（基本財産）

構築物

建物（固定資産）

器具・備品

合　　　計



８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

９．重要な後発事象
該当なし

10．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
　　純資産の状態を明らかにするために必要な事項

○設備資金借入金の返済について、本年度の収支状況を鑑み、理事会の承認を得たうえ、当初の
計画の返済額より増額している。

○フランシスコ子供寮拠点において、子ども記録ｼｽﾃﾑの機能追加に伴い、ソフトウェアの資産額
の増額を図っている

○施設整備等積立金を積み立てたうえ、次期繰越活動増減差額がマイナスになっていることにつ
いて、この状況は補助金を活用せずに借入金と自己資金で施設整備を行っているため、減価償却
費を緩和する国庫補助金等特別積立金の取崩がないことが原因となっているが、一方で、会計
上、当期末支払資金残高を、措置費、及び一部補助金を加えた金額から30％以内にしないといけ
ないこと、及び、今後、グループホームの改修や将来における児童養護施設園舎の修繕に費用が
かかる見込みであることから、当期末繰越活動増減差額がマイナスである中、積立を行ってい
る。



別紙２

１．重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
・最終仕入原価法に基づく原価法

(3)固定資産の減価償却の方法
・リース資産を除く固定資産－定額法
・リース資産
　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4)引当金の計上基準
・賞与引当金　　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上して
  　　　　　　　　いる。
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において
  　　　　　　　　発生していると認められる額を計上している。
・徴収不能引当金－債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合に
　　　  　　　　　より、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

当法人は、平成27年度から「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日雇児発0727第１号、
社援発0727第１号、老発0727第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）
による社会福祉法人会計基準によって処理している。

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び
一般社団法人大阪市私立保育園連盟の退職制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

   当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)生野フランシスコ学園拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）

ア　生野フランシスコ学園

(3)拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）は省略している。
　

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

0 0 0 0
312,115,979 0 0 312,115,979
312,115,979 0 0 312,115,979

計算書類に対する注記（生野フランシスコ学園拠点区分用）

基本財産の種類
土地
建物

合計



６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）
取得価額 減価償却累計額 当期末残高

312,115,979 140,688,834 171,427,145
32,583,929 16,285,282 16,298,647

472,500 472,499 1
16,097,769 11,527,028 4,570,741
1,000,000 250,000 750,000

0 0 0
0 0 0

合計 362,270,177 169,223,643 193,046,534

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）
債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

988,630 0 988,630
0 0 0
0 0 0

合計 988,630 0 988,630

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
　　　純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

立替金

ソフトウェア

事業未収金
未収補助金

該当なし

建物（基本財産）
構築物
車輌運搬具
器具及び備品



別紙２

   (1）有価証券の評価基準及び評価方法

・上記以外の有価証券で時価のあるもの―市場価格に基づく時価法

   (2）固定資産の減価償却の方法

・建物、及び構築物、車輛運搬具、器具備品―定額法

・無形固定資産（リース資産を除く）―定額法

   (3)引当金の計上基準

該当なし

該当なし

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし

該当なし

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
※除却資産を除く （単位：円）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

180,796 20,715 160,081

180,796 20,715 160,081

該当なし

該当なし

　(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

計算書類に対する注記(自立援助事業拠点区分用)

1．重要な会計方針

２．採用する退職給付制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分
　　　当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

  (1) 自立援助事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、

　第三号第四様式)

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

該当なし

　(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額

６．担保に供している資産

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

９．重要な後発事象

固定資産の内訳

器具・備品

合計



○自立援助事業拠点区分において、運営の財源が寄附金に限定されるため、将来の利用者の支援や
生活環境の整備を目的とした「自立支援積立金」として積み立てている。

○自立援助事業の資産であった有価証券(三菱UFJﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ期限前劣後免除特約付)は、理事
会の承認を得たうえ、売却している。

　　純資産の状態を明らかにするために必要な事項
10．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び


